
 

新 た に 起 業 す る 方 を 応 援 し ま す ！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹波篠山市では、“定住の促進”と“地域経済の活性化及び雇用機会の拡大”を目的として、新たに市内

で起業される方を対象に、その開業に掛かる経費の一部を支援します。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

□ 制度の趣旨、目的 

丹波篠山市では、“ふるさと丹波篠山に住もう帰ろう運動”の一環として定住の促進を図るため、新

たに起業する方々を支援します。特に「丹波篠山市定住促進重点地区※1（以下重点地区）」を重点的に

支援し、また空き家・空き店舗の活用や若者定住者の起業などの支援も行います。 

※1丹波篠山市定住促進重点地区：畑、日置、後川、雲部、福住、村雲、大芋、西紀北地区 

□ 支援の内容 

(1)起 業 地 助 成：初期投資に係る助成（初期投資経費の３０％以内）。 

重点地区は上限７０万円  重点地区以外は上限２０万円 

(2)空き家・空き店舗助成：空き家空き店舗を活用する場合、 

      上限２０万円（初期投資経費の３０％以内）。 

(3)若者定住助成：UJIターン者の起業の場合、 

          上限２０万円（初期投資経費の３０％以内）。 

(4)特産振興助成：取扱商品に丹波篠山市の特産を活用する場合、 

上限２０万円（初期投資経費の３０％以内） 

(5)宿 泊 事 業 振 興 助 成：旅館業法、住宅宿泊事業法に基づく宿泊事業を行う起業の場合、 

上限２０万円（初期投資経費の３０％以内） 

    ☆ 助成額の注意点 ・ (2)(3)(4)(5)は、(1)とは別枠計算です 

              ・  ただし、(1)～(5)の助成の合計額は、初期投資経費の６０％を超えない額です。 

□ 支援の進め方 

・ 交付申請に必要な「起業・経営指導受講」の申込み 

・ 交付申請の提出 

・ 随時（概ね２箇月ごと） 起業支援助成金交付審査会※2の開催で決定します。 

                  ※ 助成金額は審査会の審査結果によって決定します。 

上記のスケジュールは、希望者の数や希望助成額により変動することがあります。 

※2起業支援助成金交付審査会：起業者の熱意や事業の妥当性、実現性等を審査。市の関係部署で組織。  

～  事業の詳細については、裏面をご覧ください。～ 

 

問い合わせ先： 丹波篠山市役所観光交流部商工観光課（第２庁舎２階） 

電話：０７９‐５５２‐６９０７（直通） 

丹波篠山市起業支援助成金のご案内 
 

ふるさと丹波篠山に住もう帰ろう運動 



丹波篠山市起業支援助成金の概要 

☆ 対象となる方 

新たに丹波篠山市内で「起業」しようとする方 

 

 

 

 

 

 

 

【具体例】 

・ 市内の店舗が、同じ内容の店舗を出店されるとき。  ⇒【対象外】 

・ 市内の工場が、同じ内容で工場を拡張されるとき。  ⇒【対象外】 

・ 市内の店舗を移転されるとき。           ⇒【対象外】 

・ 市外の店舗が、新たに市内で出店されるとき。    ⇒【対象】 

・ 市内の工場が、新たな分野で工場を建設されるとき。 ⇒【対象】 

※ なお、下記に該当する場合は、対象外とします。 

 

☆ 支援の内容 

支援の内容は、起業に要する「初期投資経費」に対する助成金で、次の５種類とします。 

 

 

 

 

（１） 起業地助成金   初期投資経費の３０％の額で 

重点地区(※)は上限７０万円、重点地区以外は上限２０万円 

   ※丹波篠山市定住促進重点地区･･･畑、日置、後川、雲部、福住、村雲、大芋、西紀北地区 
 

 
 

（２） 空き家・空き店舗助成 空き家・空き店舗を活用した場合、初期投資経費の３０％の額（上限２０万円） 

   ○ 空き家とは・・・「空き家バンク」に登録されていて、６ヵ月以上居住していない建物です。 

   ○ 空き店舗とは・・・「定住促進重点地区」内で、３ヵ月以上空き店舗となっている建物です。(テナント可) 

  
 

（助成金の計算例） 

②  1八上地区の空き家で、初期投資経費３００万円で起業する場合 

   ・ 空き家・空き店舗助成金…３００万円×３０％＝９０万円 ⇒ 上限額により、助成金額は２０万円となります。 

②  2日置地区の空き店舗で、初期投資経費２００万円で起業する場合 

   ・ 空き家・空き店舗助成金…２００万円×３０％＝６０万円 ⇒ 上限額により、助成金額は２０万円となります。 

（助成金の計算例） 

① 1 畑地区において、初期投資経費２００万円で起業する場合 

    ・ 起業地助成金…２００万円×３０％＝６０万円 

① 2 篠山地区において、初期投資経費３００万円で起業する場合 

    ・ 起業地助成金…３００万円×３０％＝９０万円 ⇒ 重点地区以外の上限額により、助成金額は２０万円となります。 

 

【「初期投資経費」とは】 

店舗・工場等の購入費、改装工事費や事業に必要な機械設備費（据え付けるもの）等、起業時に発生する経費

をいいます。パソコン等他の事業にも流用できる事務用機器、車両運搬具、簡単に持ち運べる電化製品やショー

ケースなどの物品、広告費等ソフト経費、租税課金、手続き手数料などは対象外経費です。 

 

【「起業」とは】 

ア 事業を営んでいない個人が所得税法第 229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合。 

イ 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業を開始する場合。 

ウ 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して操業しつつ、新たな事業を開始する場合。 

エ 法人が現在の事業の全部又は一部を継続して操業しつつ、新たな分野で事業を開始する場合。 

 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年５月１５日法律第７７号）に規定する 

暴力団の構成員または、暴力団に協力、関与する等これと関わりを持つものであるとき 

(2) 起業者が、市税等を滞納しているとき 

(3) 社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟している事業者 

(4) その他市長が適切でないと判断するとき 



（３） 若者定住助成金 UJIターン者が起業する場合、初期投資経費の３０％の額（上限２０万円） 

   ○ 対象者は・・・① 申請年度に40歳以下、又は配偶者が 40歳以下若しくは中学生以下の親族がいる方。 

② 交付申請日前3年以内に移住した、もしくは交付申請年度内に移住予定の方。 

（①、②両方該当の方が対象です。) 

  
（４） 特産振興助成金  市内の特産品を活用した場合、初期投資経費の３０％の額（上限２０万円） 

    ※業種は、宿泊業、飲食業、食品加工業・小売業、窯業等で、特産品が売上の50％以上を見込める事業など（要綱参照） 

 

（５） 宿泊事業振興助成金  旅館業法、住宅宿泊事業法に基づく宿泊事業を行う起業の場合、 

初期投資経費の３０％の額（上限２０万円） 

 

（１）～（５）の助成金活用事例  

事例１ 美容室を市内在住者が、味間地区内の新店舗で起業する場合（初期投資経費は 200万円） 

     ⇒ (1) 起業地助成のみ該当   

   

 

事例 2  美容室を 35 歳の UJI ターン者が、日置地区内の空き店舗で起業する場合(初期投資経費は 300 万円)     

⇒ (1)起業地助成 、(2)空き家・空き店舗助成 、(3)若者定住助成 が該当 

        

 

 

  

 

 

事例3  レストランを市内在住者が、特産品を使って今田地区内の空き家で起業する場合(初期投資経費200万円) 

     ⇒(1)起業地助成 、(2)空き家・空き店舗助成 、(4)特産振興助成 が該当 

 

 

 

 

 

 

事例4 宿泊施設を35歳のUJIターン者が、特産品を使って福住地区内の空き屋で起業する場合 

(初期投資経費200万円)   ⇒(1)起業地助成 ～(5)宿泊事業振興助成 が該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（助成金の計算例）  

⑤ 初期投資経費２００万円で起業する場合 

   ・ 宿泊事業振興助成金…２００万円×３０％＝６０万円 ⇒ 上限額により、助成金額は２０万円となります。 

（助成金の計算例）  

④ 初期投資経費２００万円で起業する場合 

   ・ 特産振興助成金…２００万円×３０％＝６０万円 ⇒ 上限額により、助成金額は２０万円となります。 

 

（助成金の計算例） 

③ 初期投資経費３００万円で起業し、市内に移住する場合 

   ・ 若者定住助成金…３００万円×３０％＝９０万円 ⇒ 上限額により、助成金額は２０万円となります。 

(1)起業地助成       300万円×30％＝90万円 → 上限により、70万円 

(2)空き家・空き店舗助成  300万円×30％＝90万円 → 上限により、20万円 

(3)若者定住助成      300万円×30％＝90万円 → 上限により、20万円 

合 計  (1)７０万円＋(2)２０万円＋(3)２０万円＝１１０万円  

(1)起業地助成       200万円×30％＝60万円 → 上限により、20万円 

(2)空き家・空き店舗助成  200万円×30％＝60万円 → 上限により、20万円 

(4)特産振興助成      200万円×30％＝60万円 → 上限により、20万円 

合 計  (1)２０万円＋(2)２０万円＋(4)２０万円＝６０万円 

(1)起業地助成       200万円×30％＝60万円 → 上限により、20万円 

(1)起業地助成       200万円×30％＝60万円      

(2)空き家・空き店舗助成  200万円×30％＝60万円 → 上限により、20万円 

(3)若者定住助成      200万円×30％＝60万円 → 上限により、20万円 

(4)特産振興助成      200万円×30％＝60万円 → 上限により、20万円 

(5)宿泊事業振興助成    200万円×30％＝60万円 → 上限により、20万円 

合 計 (1)６０万円＋(2)～(5)８０万円＝１４０万円 

ただし、初期投資経費 200万円の60％を超えるので、助成額は１２０万円  

起業状況によって、助成金額が異なります。必ず事前に商工振興課までご相談ください！！ 



☆ 助成金交付の手順 

助成金を受けようとする方は、以下の手順で手続きを行ってください。下記四角 太枠の部分が助成希望者 

に行っていただく手続きです。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 助成の取り消し 

下記に該当するとき、助成の決定を取り消す場合があります。 

(1) 助成対象事業を変更、又は廃止したとき。 

 (2) 虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

 (3) 前２号に規定するもののほか、この要綱及び丹波篠山市補助金交付規則（平成１７年篠山市規則第２５号）に

違反したとき。 

⑤ 起業支援助成金交付審査会の開催  

起業支援助成金交付審査会において、助成の可 

否を審査・決定します。（適宜開催） 

⑩ 助 成 金 の 交 付 

 

⑥   助成決定者の決定、決定通知書の送付 

 

⑧   交付額確定、確定通知書の送付 

 

⑦ 実績報告 （丹波篠山市役所 ）  

【提出書類】 
・ 丹波篠山市起業支援助成実績報告書（様式第８号） 

・ 取扱商品・サービス詳細（参考資料 実績用） 

・ 初期投資経費収支報告書（様式第９号） 

・ 添付書類（起業支援助成金交付要綱参照） 

 
⑨ 助成金の請求 （丹波篠山市役所 ）  

・ 丹波篠山市起業支援助成金交付請求書（様式

第１１号） 

★初期投資経費に係る領収書 
★初期投資経費を充当した該当物の写真 
★起業を証する書類 

☆営業許可証（許認可を必要とする業種の場合） 
☆全部事項証明書（不動産取得の場合） 
☆賃貸借契約書(写)(空き家・空き店舗活用の場合) 

☆住民票の写し(若者定住助成活用の場合) 
☆特産品の活用を証する書類（特産品活用の場合） 

① 起業、経営指導受講申し込み （丹波篠山市役所 ） 

【提出書類】 

・ 丹波篠山市起業支援助成金申請に係る起業・経営指導受

講申込書（様式第１号） 

※ 提出時に事業内容について聞き取りを行います。 

② 起業、経営指導の受講※   

（ 丹波篠山市商工会 ） 
 

※この経営指導は、助成金の受給の必須条件

となります。 

 

③ 起業支援助成金交付申請 （丹波篠山市役所 ） 
【提出書類】 

・ 丹波篠山市起業支援助成金交付申請書（様式第２号） 
・ 起業事業計画書（様式第３号） 
・ 取扱商品・サービス詳細（参考資料 申請用） 
・ 起業・経営指導終了証明書（様式第４号） 
・ 添付書類（起業支援助成金交付要綱参照） 

 

★店舗等施設取得・改装に係る契約書（写）又は見積書 
★改装工事前の店舗等施設写真 
★市税等の納税証明書 

☆会社の定款の写し（法人の場合） 
☆登記事項証明書（法人の場合） 

 

⑪ 決 算 書 の 提 出  

起業後３年度間について、毎年の決算書を提出いただくと

ともに、必要に応じて操業状況の確認または経営相談や指

導を実施します。 

④ 現 地 調 査 、 聞 き 取 り 

起業事業計画書に基づき、操業状況の調査、聞き

取り等を実施します。 

 



○丹波篠山市起業支援助成金交付要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、本市の産業を振興することにより、
地域経済の活性化及び雇用機会の拡大を図るとともに、住
もう帰ろう運動の一環として、定住の促進に寄与すること
を目的として、本市内で新たに起業する者に対し、起業に
対する助成金を交付することについて、必要な事項を定め
るものとする。 
（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義
は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
(1) 起業 次のいずれかに該当する場合とする。 
ア 事業を営んでいない個人が所得税法（昭和４０年法律
第３３号）第２２９条に規定する開業の届出により、新た
に事業を開始する場合 
イ 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業
を開始する場合 
ウ 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して操業しつ
つ、新たな事業を開始する場合 
エ 法人が現在の事業の全部又は一部を継続して操業しつ
つ、新たな分野で事業を開始する場合 
(2) 起業者 本市内において新たに起業する者をいう。 
 (3) 初期投資経費 事業の用に供する建物の取得（土地
の取得を除く。）又は増改築若しくは改修に要する経費及び
設備の取得（家庭用に転用できるものを除く。）に要する経
費（ただし、助成金の交付申請年度の前年度以降の投資に
係る経費に限る。）をいう。 
(4) 定住促進重点地区 畑、日置、後川、雲部、福住、村
雲、大芋及び西紀北の地区をいう。 
(5) 空き家 居住を目的として建築された建物で、６か月
以上居住がなされていないもの（同一敷地内に居住がなさ
れている母屋又は離れがあるものを除く。）であって、市の
空き家バンクに登録されているものをいう。 
(6) 空き店舗 定住促進重点地区内で店舗を目的として
建築された建物で、３か月以上店舗として利用されていな
いものをいう。 
(7) UJIターン 交付申請年度において年齢が４０歳以下
の者又は４０歳以下の配偶者若しくは中学生以下の親族を
有する者が、当該年度内に市内へ移住すること（交付申請
日前３年以内に市内へ移住した場合を含む。）をいう。 
(8) 特産品 丹波篠山市産の丹波篠山黒豆、丹波篠山黒枝
豆、丹波篠山山の芋、丹波茶、丹波栗及び猪肉並びに丹波
焼及び王地山焼など市職員で組織する起業支援助成金交付
審査会（以下「審査会」という。）で認めたものをいう。 
(9) 宿泊事業 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）に
基づく許可もしくは住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６
５号）に基づく届出を経て行うものをいう。 
（助成対象者） 
第３条 助成の対象者は、助成金の交付申請年度に市内で
起業する起業者で、次に掲げる要件を全て満たすものとす
る。 
(1) 中小企業基本法（昭和３８年７月２０日法律第１５４
号）第２条第１項に規定する中小企業者であること。 
(2) 兵庫県信用保証協会の定める保証対象業種であるこ
と。 
(3) 交付申請時点において起業していないこと。 
(4) 次条第１項の表第３号に規定する助成金を受ける場
合にあっては、起業後３年以上市内に居住する意思がある
こと。 
(5) 次条第１項の表第４号に規定する助成金を受ける場

合にあっては、その事業が次に掲げる業種に属し、かつ、
売上げの５０％以上が特産品によるものであることが見込
まれる事業であり、又は丹波篠山のPRにつながる新規性を
有する事業であること。 
ア 宿泊業 
イ 飲食サービス業 
ウ 食料品製造業 
エ 飲料製造業 
オ 窯業・土石製品製造業 
カ 食料品小売業 
キ 飲料小売業 
ク 窯業・土石製品小売業 
２ 起業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成
の対象外とする。 
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平
成３年法律第７７号）に規定する暴力団の構成員又は暴力
団に協力、関与する等これと関わりを持つものであるとき。 
(2) 市税等を滞納しているとき。 
(3) 社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟し
ているとき。 
(4) 丹波篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例（平成
１４年篠山市条例第３１号）に規定する奨励金の対象とな
るとき。 
(5) その他市長が適切でないと判断するとき。 
（支援の内容） 
第４条 市長は、この要綱の目的に基づき、予算の範囲内
において次の表に定める支援措置を行うことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の表各号に規定する助
成金の合計額は、初期投資経費の６０％の額を超えること
ができない。 
３ 前２項の規定により算出した助成金の額に１，０００
円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 
４ 第１項の場合において、国、県等の補助金又は本市が
交付する他の補助金を受ける場合は、当該補助金の対象事
業費をこの要綱に基づく助成金の対象外経費とする。 
５ この要綱に基づく助成金は、丹波篠山市商工会が交付
する丹波篠山市商工会元気商店街創造事業助成金と併用で
きない。 
（助成申請者の募集） 

(1)起業地助
成金 

初期投資経費の３０％以内の額。ただし、
定住促進重点地区で起業する起業者は、そ
の上限を７０万円とし、定住促進重点地区
以外で起業する起業者は、その上限を２０
万円とする。 

(2)空き家・空
き店舗活用助
成金 

空き家又は空き店舗で起業する起業者
は、前号に規定する助成金とは別に初期投
資経費の３０％以内の額。ただし、その上限
を２０万円とする。 

(3)若者定住
助成金 

UJIターンにより起業する起業者は、第１
号に規定する助成金とは別に初期投資経費
の３０％以内の額。ただし、その上限を２０
万円とする。 

(4)特産振興
助成金 

特産品を活用する起業者は、第１号に規
定する助成金とは別に初期投資経費の３
０％以内の額。ただし、その上限を２０万円
とする。 

(5)宿泊事業
振興助成金 

宿泊事業を行う起業者は、第１号に規定
する助成金とは別に初期投資経費の３０％
以内の額。ただし、その上限を２０万円とす
る。 



第５条 市長は、助成金の交付を受けようとする者（以下
「助成申請者」という。）を公募するものとする。 
２ 公募の方法及び期間は、市長が別に定める。 
（助成申請の条件） 
第６条 助成申請者は、丹波篠山市起業支援助成金申請に
係る起業・経営指導受講申込書（様式第１号）により、丹
波篠山市商工会において、起業及び経営に関する指導等を
受講しなければならない。 
（交付の申請） 
第７条 助成申請者は、前条に規定する指導を受講した上、
丹波篠山市起業支援助成金交付申請書（様式第２号）、起業
事業計画書（様式第３号）及び起業・経営指導終了証明書
（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出す
るものとする。 
(1) 会社の定款の写し（法人の場合） 
(2) 登記事項証明書（法人の場合） 
(3) 市税等の納税証明書 
(4) 店舗等施設取得・改装に係る契約書（写し）又は見積
書 
(5) 改装工事前の店舗等施設写真 
(6) その他市長が必要と認める書類 
２ 市長は、前項の申請を受理したときは、丹波篠山市商
工会に対し、当該助成申請者の指導に係る実績及び事業に
対する所見について起業・経営指導証明書兼意見書（様式
第５号）により報告を求めるものとする。 
（交付の審査及び決定） 
第８条 市長は、前条の申請を受理したときは、審査会を
開催し、当該申請内容を審査の上、助成金交付の可否を決
定する。 
２ 前項の決定については、丹波篠山市起業支援助成金交
付決定通知書（様式第６号。以下「決定通知書」という。）
又は丹波篠山市起業支援助成金申請却下通知書（様式第７
号）により申請者に通知するものとする。 
３ 申請者は、第１項に規定する審査に関して、市長の要
請に応じて審査会に出席しなければならない。 
（権利譲渡の禁止） 
第９条 前条第２項の規定により決定通知を受けた者（以
下「助成決定者」という。）は、助成金の交付を受ける権利
を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。 
（状況報告及び実地調査） 
第１０条 市長は、必要があると認めるときは、助成金の
交付の対象となった事業（以下「助成決定事業」という。）
の操業状況に関し、助成決定者に報告を求め、担当職員に
実地調査を行わせることができる。 
（実績報告） 
第１１条 助成決定者は、助成決定事業を開始したときは、
速やかに丹波篠山市起業支援助成実績報告書（様式第８号）
及び初期投資経費収支報告書（様式第９号）に次に掲げる
書類等を添えて、当該年度の３月３１日までに市長に提出
しなければならない。 
(1) 初期投資経費に係る領収書 
(2) 初期投資経費を充当した該当物の写真 
(3) 起業を証する書類 
(4) 営業許可証（許認可を必要とする業種の場合） 
(5) 全部事項証明書（不動産取得の場合） 
(6) 賃貸借契約書の写し（第４条第１項の表第２号に規定
する助成金を受けようとする場合で、建物を賃借している
とき。） 
(7) 住民票の写し（第４条第１項の表第３号に規定する助
成金を受けようとする場合） 
(8) 特産品を活用したことを証する書類（第４条第１項の

表第４号に規定する助成金を受けようとする場合） 
(9) その他市長が必要と認める書類等 
２ 市長は、前項の規定による報告について必要があると
認めるときは、助成決定者に報告を求め、担当職員に実地
調査を行わせることができる。 
３ 市長は、前項の規定による報告又は実地調査の結果、
助成決定事業の実績が助成金の交付の決定の内容及びこれ
に付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合さ
せるための措置を講ずるよう助成決定者に命ずることがで
きる。 
（助成金額の確定） 
第１２条 市長は、前条の報告を受理したときは、その内
容を審査の上、助成金の額を確定するものとする。ただし、
その助成金額は、決定通知書に記載された金額以内の額と
する。 
２ 市長は、前項の規定により助成金額を確定したときは、
丹波篠山市起業支援助成金額確定通知書（様式第１０号）
により、その旨を当該助成決定者に通知するものとする。 
（助成金の請求及び交付） 
第１３条 助成決定者は、前条の規定により通知を受けた
後、丹波篠山市起業支援助成金交付請求書（様式第１１号）
により、助成金の請求を行うものとする。 
２ 市長は、前項の助成決定者からの請求に基づき、助成
金を交付する。 
（決定の取消し） 
第１４条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該
当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消
すことができる。 
(1) 起業した年度を含む３年度間に許可なく助成決定事
業の内容を変更し、又は廃止したとき。 
(2) 虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受け、又
は受けようとしたとき。 
(3) 前２号に規定するもののほか、この要綱及び丹波篠山
市補助金等交付規則（平成１７年篠山市規則第２５号）に
違反したとき。 
２ 前項の決定については、丹波篠山市起業支援助成金決
定取消通知書（様式第１２号）により申請者に通知するも
のとする。 
（補助金等の返還） 
第１５条 市長は、前条の規定により補助金等の交付の決
定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消し
に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、
丹波篠山市起業支援助成金返還通知書（様式第１３号）を
申請者に送付し、その返還を命ずるものとする。ただし、
代表者本人の死亡又は事故、災害等の事由により市長の許
可を得た場合は、この限りでない。 
（助成事業の経過確認） 
第１６条 助成決定者は、起業した年度を含む３年度間に
おいて、決算終了後、速やかに市長に対し決算書を提出し
なければならない。 
２ 市長は、助成金の交付を行った助成決定事業について
必要があると認めるときは、助成決定者に丹波篠山市商工
会による経営指導を受けさせることができる。 
（その他） 
第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、
市長が別に定める。 


